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　新型コロナウイルス感染症の拡大の状況によ
り、今号に掲載している各種事業・イベントなど
が、中止または延期される場合があります。実施の
有無などは、各問い合わせ先へご確認ください。

4 8月は平和月間です

6 空き家　取り組みをすすめています

大雨・台風が来たときは
命を第一に考えた行動をとってください

市の取り組みについて、
2・3面でご確認ください

避難所の新型コロナウイルス感染症
対策はどうなっているの？

ペットと一緒に
避難してもいいの？

感染症が心配だ
けど、今まで通り
避難していいの？

避難所の新型コロナウイルス感染症対策

避難所の過密状態を軽減します
●避難所の開設数を増やします ●定員を3.3㎡に1人とします

安心！
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表① 表② 扶養親族等の数 基準額扶養親族等の数 基準額  父母 基準額  父母以外の養育者

フローチャート結果
【基本給付】提出書類一覧【基本給付】提出書類一覧

Ａ なし 可

Ｂ

・（公的年金等受給者）申請書【基本給付】
・（公的年金等受給者）収入額の申立書（申請者本人用）
・申立書の内容が確認できる書類（給与明細、売上台帳など）
・申請者本人確認書類の写し
・受取口座が確認できる書類の写し
※児童扶養手当の支給要件が確認できる書類（戸籍謄（抄）本）

可

Ｃ

・（公的年金等受給者）申請書【基本給付】
・（公的年金等受給者）収入額の申立書（申請者本人用）
・（公的年金等受給者）収入額の申立書（扶養義務者用）
・申立書の内容が確認できる書類（給与明細、売上台帳など）
・申請者本人確認書類の写し
・受取口座が確認できる書類の写し
※児童扶養手当の支給要件が確認できる書類（戸籍謄（抄）本）

可

Ｄ

・（家計急変者）申請書【基本給付】
・（家計急変者）収入額の申立書（申請者本人用）
・家計の急変が確認できる書類（給与明細、売上台帳など）
・申請者本人確認書類の写し
・受取口座が確認できる書類の写し
※児童扶養手当の支給要件が確認できる書類（戸籍謄（抄）本）

不可

Ｅ

Ｆ

・（家計急変者）申請書【基本給付】
・（家計急変者）収入額の申立書（申請者本人用）
・（家計急変者）収入額の申立書（扶養義務者用）
・家計の急変が確認できる書類（給与明細、売上台帳など）
・申請者本人確認書類の写し
・受取口座が確認できる書類の写し
※児童扶養手当の支給要件が確認できる書類（戸籍謄（抄）本）
以下にお問い合わせください
ひとり親世帯臨時特別給付金電話相談窓口（☎514-8912）

※すでに育成手当や障害手当、特別児童扶養手当で支給要件が確認できている場合、児童扶養手当の支給要件が確認できる書類（戸籍謄（抄）本）は省略できます

不可

追加申請追加申請

申請予定者（以下本人）は
ひとり親世帯である

令和2年6月の児童扶養手当の支給（7月振込）があった 本人は公的年金給付などを受けている

本人の生活を経済的に支えて
いる扶養義務者がいる

本人の令和2年2月以降任意
の月の収入額（給与、養育費、
事業収入等、年金収入、児童扶
養手当額を含む）×12カ月分が
表①の基準額を下回っている

その扶養義務者の令和2年2
月以降任意の月の収入額×
12カ月分（給与、事業収入
等、年金収入を含む）が表②
の基準額を下回っている

新型コロナウイルスの影
響により、収入が減少した

本人の生活を経済的に支えて
いる扶養義務者がいる

本人の平成30年年間収入
額（給与、養育費、事業収入
等、年金収入、児童扶養手
当額を含む）が表①の基準
額を下回っている

その扶養義務者の平成30年年間収入額（給与、事業収入等、年金収入
を含む）が表②の基準額を下回っている

18歳年度末までの児童（ただし、一定の障害を有する児童の
場合は20歳未満）を養育している父母もしくは養育者である

Ａ
すでに基本給付を支給済みです

申請不要
追加給付を受けられる可能性があります

Ｂ
基本給付の支給対象です
支給には申請が必要です

追加給付を受けられる可能性があります

Ｃ
基本給付の支給対象です
支給には申請が必要です

追加給付を受けられる可能性があります

Ｇ
支給対象外です

Ｆ
お問い合わせください Ｄ

基本給付の支
給対象です
支給には申請
が必要です

Ｅ
基本給付の支給対象です
支給には申請が必要です

はい
はい

はい

はい

はい

はい

はい はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

ひとり親世帯臨時特別給付金電話相談窓口（☎514-8912）問1014571ID

児童扶養手当を受給しているひとり親世帯などへの給付※１

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が
減少している方への給付

　　以下、①～③のいずれか
①令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
②公的年金等※2を受給中で、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止さ
れる方※3

③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶
養手当を受給している方と同じ水準となっている方

※1児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります
※2遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、過去に児童扶養
手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止され
たと推測される方も対象となります

　　　1世帯当たり5万円。第2子以降1
人につき3万円　　　 ①申請不要②
③8月1日㈯から〒191-8686日野市役所
2階子育て課へ必要事項を記入した
申請書と添付書類を郵送または持参
　　 ①原則児童扶養手当の指定口
座②③申請書に記載された振込口座
　　 ①7月下旬～8月上旬に給付金を
支給②③以下のフローチャートや市 　、
厚生労働省 などの情報のご確認を

　「1.基本給付」の①または②に該当する方のうち、新型
コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入
が減少した方

以下のフローチャートＢ～Ｅに該当する方は申請が必要です。必要書
類は市 から　　　　　してください。また、児童扶養手当受給
者などにはお知らせを別途送付しますので、併せてご確認ください。

　　　1世帯5万円　　　　8月1日㈯から〒191-8686日野市
役所2階子育て課へ申請書に必要事項を記入の上、郵送ま
たは持参　　　申請書に記載された指定口座

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、ひとり親世帯の子育て負担の増加や
収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を支給します。

１．基本給付

２．追加給付

３．給付金対象者フローチャート

対象
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給付額

給付額

振込先

振込先

その他

申請方法

申請方法

ダウンロード

1014571ID

ひとり親
世帯

ひとり親世帯臨時特別給付金電話相談窓口（☎514-8912問1014571

臨時特別給付金のご案内


